
【 晴海客船ターミ ナル再整備事業】 中央区まちづく り 基本条例に基づく 区と 区民と の協議について

■必須項目（ 中央区まちづくり基本条例第７ 条第１ 項各号に定める開発計画への反映事項）
⇨ ４ つの区分ごとに２ つ以上の対象施設を選択

■選択項目（ 中央区まちづくり基本条例第７ 条第２ 項各号に定める開発計画への反映事項）
⇨ ５ つの区分のうち１ つ以上を選択し、選択した区分ごとに１ つ以上の対象施設を選択

区分 対象施設等 選択項目

①保育所

②地域型保育事業

③幼稚園

④認定こ ども 園

⑤児童館

⑥子育て交流施設

➆一時預かり 保育施設

⑧病院・ 病後児保育施設

⑨赤ちゃん・ ふら っと 事業に関する施設

⑩その他こ れらに類する子育て支援に寄与するも の

①特別養護老人ホーム（ 地域密着型を含む）

②介護老人保健施設

③（ 看護） 小規模多機能型居宅介護事業所

④認知症高齢者グループホーム

⑤軽費老人ホーム・ ケアハウス

⑥高齢者向け住宅

➆地域住民の交流や高齢者の健康づく り に寄与する施設

⑧地域住民の交流や高齢者の健康づく り に寄与する広場

⑨その他こ れらに類する高齢者福祉に寄与するも の

①日中一時支援事業に関する施設

②障害者グループホーム

③障害者就労支援施設

④障害児通所支援施設

⑤生活介護施設

⑥短期入所施設

➆その他こ れらに類する障害者福祉に寄与するも の

①集会場

②地域活動の用に供する広場

③コミ ュニティ ルーム

④スポーツ・ 生涯学習施設

⑤その他こ れらに類する地域活動支援に寄与するも の

①観光案内所

②観光客の一時休憩所

③観光バス乗降場

④その他こ れらに類する観光支援に寄与するも の 〇

子育て支援

高齢者福祉

障害者福祉

地域活動の支援

観光支援

区分 対象施設等 選択項目

①地上部・ 屋上の樹木等の植栽

②喫煙所 〇

③カーシェアリ ング用駐車場

④電気自動車用充電設備付駐車場

⑤省エネルギーに資する設備の設置

⑥再生可能エネルギー活用施設 〇

➆地域冷暖房用プラント

⑧雨水利用するための貯蔵（ 日常時） の設置

⑨公園・ 児童遊園

⑩防風スク リ ーンの設置、 防風のための植栽

⑪コ ミ ュニティ サイクル用駐車スペース

⑫道路の表層・ 基層・ 街築の整備

⑬その他こ れら に類する環境対策に寄与するも の

①避難の用に供する広場

②地域防災備蓄倉庫

③帰宅困難者一時待機場所及び一時滞在施設

④災害用設備の設置 〇

⑤情報発信施設 〇

⑥雨水利用するための貯蔵施設（ 災害時） の設置

➆雨水流出抑制用の貯蔵施設

⑧消防団活動施設

⑨防災船着場

⑩その他こ れら に類する防災対策に寄与するも の

①ʷ １ 自動車駐車場（ ①ʷ ２ の対象地域は除く ） 〇

①ʷ ２ 自動車駐車場（ 「 中央区東京駅前地区付置

 義務駐車施設整備要綱」 の対象地域の場合）

②自動二輪車駐車場

③自転車駐車場 〇

④地下鉄出入口の整備

⑤歩行空間の整備

⑥電線類の地中化整備

➆その他こ れら に類する交通対策に寄与するも の

①建築物・ 工作物等の形態 〇

②建築物・ 工作物等の色彩 〇

③その他こ れら に類する景観対策に寄与するも の

環境対策

防災対策

交通対策

良好な景観の形成

中央区まちづく り 基本条例 開発計画に反映する事項一覧表
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親水広場

晴海ふ頭公園

晴海緑道
公園

風媒
銀乱

まちづく り 基本条例の貢献項目

■環境対策

②喫煙所の設置（ ）
建物外部に喫煙所を設置し、 公共用及び建物利用者用と して整備する。
設置位置は建物護岸側に設置するこ と で、 受動喫煙の防止に考慮した計画
と する。

⑥再生可能エネルギーの活用（ ）
建物の屋上に太陽光パネルを設置し、 再生可能エネルギーの活用を図る。

■防災対策

④災害用設備の設置
屋外に防災照明を設置する。 夜間に発災し停電が生じた場合にも照明を
確保するこ と で、 当該施設や周辺施設の利用者等の安心安全を確保する。
※位置及び詳細については今後協議の上決定する。

⑤情報発信施設
デジタルサイネージを設置する。 発災時に防災情報を発信するこ と で、
当該施設や周辺施設の利用者等へ情報提供を行う 。
※位置及び詳細については今後協議の上決定する。

ア

ア

イ

イ

防災
情報

喫煙所イメージ デジタルサイネージ イメージ太陽光パネル イメージ 防災照明 イメージ

大型車待機場

都バス乗車場

普通車待機場

N

縮尺1/1000

ﾎ゚ ｹｯﾄ
ﾊ゚ ｸー

歩行者動線

歩行者動線

歩行者動線

普通車待機場

客船受入施設

フェンス

: 建物出入口

凡例

普通車待機場

大型車待機場

都バス乗車場

※本資料は現時点の計画であり、位置及び詳細は、
今後、関係機関と協議の上、決定します。

フェンス
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まちづく り 基本条例の貢献項目

■交通対策

①自動車駐車場の整備（ ）
周辺施設の利用者等が利用可能な時間貸し
駐車場を３ ０ 台以上整備する。
※位置及び詳細については今後協議の上
決定する。

③自転車駐車場の整備（ ）
周辺施設の利用者等が利用可能な自転車駐
車場を10台以上整備する。
※位置及び詳細については今後協議の上
決定する。

ウ

エ

親水広場

ﾎ゚ ｹｯﾄ
ﾊ゚ ｸー

晴海ふ頭公園

晴海緑道
公園

風媒
銀乱

エ

外観

俯瞰

歩行者動線

客船受入施設の供用開始後、
別途整備予定です。

N

縮尺1/1000

オ

普通車待機場

ウ

歩行者動線

歩行者動線

客船受入施設

大型車待機場

普通車待機場

フェンス

■良好な景観の形成
建築物外観イメージパース

都バス乗車場

※本資料は現時点の計画であり、位置及び詳細は、
今後、関係機関と協議の上、決定します。

: 建物出入口

凡例

フェンス

①建築物・ 工作物等の形態（ ）
・ 建物配置及び高さ は「 晴海まちづく り の考え方」 に準じる計画と する。
・ 建物を敷地南西岸壁側に寄せて配置し、 周辺施設から後退距離をと り 、

圧迫感の軽減に配慮している。
・ 建物高さ は、 平屋と するこ と で、 周辺からの海への景観にも配慮している。
・ 晴海ふ頭公園に隣接して親水広場を整備すると 共に、 晴海緑道公園と 連続

するよ う に緑地帯やポケッ ト パーク を設けるこ と で緑の連続性を確保して
いる。

・ 「 晴海まちづく り の考え方」 をふまえ、 敷地内に晴海ふ頭公園と 晴海緑道
公園を結ぶ歩行者動線を緑地+歩道にて確保するこ と で、 緑・ 歩行者ネッ
ト ワーク を構築する計画と している。

②建築物・ 工作物等の色彩
・ 外壁の基本色は、 海や空の色彩と の調和を考慮し低明度の使用を避け、

落ち着きのある景観と するため低彩度を基本と する白系にて計画している。
・ 屋根の基本色は、 海や空の色彩が鮮やかに感じられるよ う 彩度を抑えた

グレー系と して計画している。

オ

晴海ふ頭公園に隣接して
親水広場を整備

晴海緑道公園と 連続性を持たせて
緑地帯やポケッ ト パーク を整備
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まちづく り 基本条例の貢献項目

■観光支援

④その他こ れらに類する観光支援に寄与するもの（ ）
・ 待合部門は周辺施設利用者等が休憩できるスペースと して一般開放する。
・ 待合スペースにベンチソ ファ ーや自販機を設置し、 周辺施設利用者等が

く つろげる空間と する。
・ 待合スペースに観光パンフレッ ト を設置し 、 乗船客や周辺施設利用者等へ

観光情報を提供する。

CIQ検査スペース

平面図

管理部門（ ※）

※施設のセキュリ ティ 上、 内部レイアウト は省略させていただいており ます

検査部門（ ※）

出入国・ 検疫・ 税関検査場 等

管理事務室、 守衛室 等
窓 窓

窓 窓
ｼｬｯﾀｰ

ｼｬｯﾀｰ

ト イ レ
授乳室

待合スペース

自販機スペース

手荷物
検査室

風除室

風除室

出入口

出入口

待合部門

待合部門イメージパース

カ

カ

※本資料は現時点の計画であり、位置及び詳細は、
今後、関係機関と協議の上、決定します。
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